
令和８年度（２０２６年度）「電話で『お金』詐欺」被害防止広報啓発業務委託公募

型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的  

県民の平穏な生活に脅威を与える一因となっている「電話で『お金』詐欺」（全国的に「特

殊詐欺」と呼ばれているもの）について、テレビ、新聞、ＳＮＳ等あらゆる広報媒体を通

じて、発生手口に応じたタイムリーな注意喚起を行うことにより、全ての県民の防犯意識

の高揚を図るとともに、被害を未然に防止し、安全安心なまちづくりの実現に寄与するこ

とを目的とする。 

  

２ 業務概要 

（１）委託業務名 「電話で『お金』詐欺」被害防止広報啓発業務 

（２）実施期間  令和８年（２０２６年）８月１日（土）から 

令和９年（２０２７年）２月２８日（日）まで 

（３）業務内容  別紙「令和８年度（２０２６年度）「電話で『お金』詐欺」被害防止広

報啓発業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり 

（４）委託期間  契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日（水）まで 

 

３ 担当部署及び書類等の提出先 

熊本県警察本部生活安全部生活安全企画課 

〒862-0950 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号（熊本県庁警察棟７階） 

  電話 096-381-0110 内線3036･3037 

ＦＡＸ：096-381-2567 

メールアドレス：seiankikaku@police.pref.kumamoto.jp  

       

４ 受託者の選定方法 

  公募によるプロポーザル方式とする。 

企画提案書等の書類及びプレゼンテーションによる審査を行い、最も優れた提案をした

者を受託候補者として選定する。 

 

５ 応募に係るスケジュール 

４月２３日（木） 公募開始 

５月２１日（木） 参加申込書等提出期限 

５月２８日（木） 参加資格確認通知 

６月 １日（月） 企画提案書提出期限 

６月 ５日（金） 企画提案書の審査（プレゼンテーション） 

６月１６日（火）  受託候補者決定 

７月中旬 業務契約 

 

６ 応募資格 

  次の（１）から（６）までに定める条件の全てを満たす者であること。  

（１）熊本県物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する

要綱（平成１８年熊本県告示第５２１号）による審査の上、入札参加資格を有する



と決定された者のうち業務区分が「企画・運営業務」及び「企画・制作」に登録さ

れている者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係

る更正計画認可の決定を受けていること。 

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の

申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係

る再生計画認可の決定を受けていること。 

（４）熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年

熊本県告示第８１１号）第２条第１項の規定による指名停止の期間中でないこと。 

（５）熊本県内に本店又は支店（営業所）等を有すること。 

（６）暴力団又は暴力団員もしくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）の

統制下にないこと。 

  

７ 質問と回答 

質問の受付期間は令和８年（２０２６年）５月２１日（木）までとし、質問票（別紙様

式１）を３の担当部署宛てにメール又はＦＡＸで提出すること。 

なお、質問事項についての回答は、５月２８日（木）までに行う。 

 

８ プロポーザル参加申込み 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次の（３）記載の提出書類を各１部ずつ提

出すること。 

（１）提出方法 

持参又は郵送（配達証明など送付したことが証明できるもの） 

（２）提出期限 

令和８年（２０２６年）５月２１日（木）１７時必着 

 （３）提出書類 

①プロポーザル参加申込書（別紙様式２） 

②プロポーザル参加資格確認申請書（別紙様式３） 

③役員等一覧（別紙様式４） 

④業務実績書（別紙様式５） 

⑤事業者の取組に関する申出書（別紙様式６） 

（４）提出先 

   ３の担当部署 

（５）資格要件の審査及び結果通知 

生活安全企画課において資格要件を審査し、審査結果及び要件を満たさなかった事

業者については、満たさなかった理由を令和８年（２０２６年）５月２８日（木）ま

でに書面で通知する。 

 

９ 企画提案書の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

①企画提案提出書（別紙様式７）：１部 

②企画提案書：６部（うち正本１部） 

形式：Ａ４判、タテ型、左綴じ（着色・両面印刷可）、２０ページ以内 



※表紙・目次はページ数に含まない。 

      内容：１０（２）審査基準を踏まえ、下記の事項について具体的に記載するこ

と。 

     【全体】 

ア 企画の提案とその理由 

イ 各啓発の実施時期、企画内容に応じた運営スケジュール、安全管理に必要 

な実施体制 

ウ 本業務における提案者の特長（強みなど）、実績等 

【啓発の企画・広報】 

 エ 費用対効果、広報力、発信力等 

  ※広告であればインプレッション（広告表示）数、クリック数、視聴率、購 

読者数等 

   イベントであれば日時、集客数等の実績や見込みを記載すること。 

③経費見積書：６部（うち正本１部） 

※各種製作費、広報費、会場設営費等経費を啓発項目ごと（啓発の企画・広報、

その他イベント等）に内訳を明記すること。また、消費税及び地方消費税を含

む金額を記入すること。 

なお、「１１ 委託限度額」に留意すること。 

（２）提出方法 

持参又は郵送（配達証明など送付したことが証明できるもの） 

（３）提出期限 

令和８年（２０２６年）６月１日（月）１７時必着 

（４）提出先 

３の担当部署 

 

１０ 審査 

審査は、プロポーザル参加事業者から提出された企画提案書を基に次のとおり行う。 

（１）プレゼンテーションの実施 

    資格要件の審査に適合した事業者で企画書を提出した者によるプレゼンテーション 

（２０分以内：説明１５分以内、質問５分以内）を行う。 

    日 時：令和８年（２０２６年）６月５日（金） 

         ※各応募者の開始時間は別途連絡する。 

    場 所：熊本県警察本部 

※別途連絡する。 

    審査員：警察本部職員５名とする。 

    その他：プレゼンテーションに参加しなかった事業者は、棄権したものとみなす。 

（２）審査基準及び審査方法 

   次に掲げる審査基準に基づき、各審査員が採点した得点の合計が最も高い事業者を 

採用する。また、同点となった場合は、審査員の多数決により決定する。 

   なお、最低基準については設けないこととする。 

 

  

 

 



 

〈審査基準〉                          １００点満点  

  

（３）審査結果 

  文書でプロポーザル参加事業者に通知する。 

    なお、審査終了後、参加事業者から電話等での問合せがあった場合には、「問合せ者

の順位」「問合せ者の合計点数」「１位の事業者名」「１位の合計点数」については、

回答するものとする。 

 

１１ 委託限度額 

   ６，３９７，０００円 

   （ 上記金額には、委託業務において発生する諸経費並びに消費税及び地方消費税を含

む。また、企画提案に当たっての目安（上限）となる金額であり、契約額は別途設定す

る予定価格の範囲内で決定するので、上記金額と必ずしも一致しない。） 

 

１２ 契約保証金に関する事項  

   契約に当たっては、熊本県会計規則第７７条第１項の規定により、契約金額の１００

分の１０以上の金額を納付しなければならない。 

ただし、契約保証金の納付は、同条第２項各号に規定する担保の提供をもって代える

ことができ、同規則第７８条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する

ことができる。 

審査項目 審査の視点 配点 

事業目的の理解 
本業務の目的及び仕様書の内容を十分理

解し、適切な提案がされているか。 
１０ 

メディアコンテンツの制作及

び発信 

幅広い年代に受け入れられる内容、発信手

段であるか。 
２０ 

費用対効果、広報力、発信力等の観点から、

効果的な内容となっているか。 
２０ 

発生手口に即応する広報手段の提案がな

されているか。 
２０ 

その他の広報 
独創性に優れ、効果的な内容となっている

か。 
１０ 

実施体制・スケジュール 
事業を円滑かつ確実に実施できる体制及

びスケジュールとなっているか。 
５ 

過去の実績 

過去に類似の事業を実施した実績があり、

本事業に関する連絡調整や打ち合わせな

どに適切に対応できるか。 

５ 

事業者の取組 

※公募開始時（令和８年４月

２３日）現在 

働く環境の整備、多様な人材の活躍、環境

配慮及びその他の持続可能な社会の実現

に向けた取組を実施しているか。 

５ 

見積金額 
見積金額は、企画提案書の内容に照らして

適正か。 
５ 



   

１３ その他  

（１）企画提案書作成及びこれに係る付帯作業の経費等は提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書については、業務関係資料のため返却しない。 

また、不採用となった提案者の企画は一切転用しない。 

（３）プロポーザルによって選定された事業者の企画提案書の著作権については、熊本県

警察本部生活安全部生活安全企画課に帰属するものとする。 

（４）受託者が制作したデータや写真、イラスト、文書等の著作権（著作権法第２１条か

ら第２８条に定める全ての権利を含む。）は、熊本県警察本部生活安全部生活安全企画

課に帰属するものとする。 

（５）プロポーザル参加申込書受理後に辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届（様

式任意）を提出すること。 

 

１４ 問合せ先 

熊本県警察本部生活安全部生活安全企画課 担当：大橋、片田 

  電話 096-381-0110 内線3036、3037 

ＦＡＸ：096-381-2567 

メールアドレス：seiankikaku@police.pref.kumamoto.jp 


